
(新) 

第一号様式（第五条第二項から第四項まで及び第七項） 

（表） 

年  月  日   

   千葉県知事 様 

届出者             

郵便番号            

住  所            

氏  名            

電話番号            

(法人その他の団体にあっては、主たる事務所
の所在地、名称及び代表者の氏名 )   

 
粒子状物質対策地域外運行届                

 

千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例施行規

則第５条第２項の規定により、粒子状物質対策地域外運行届を次のとおり提出します。 

特定自動車の自動車登録番号  

特定自動車の使用の本拠の位置  

特定自動車の初度登録年月日  

特定自動車が初度登録年月日から

起算して12年を経過する日 

 

特定自動車の運行区域及び運行経

路 

（裏面に運行経路を具体的に記入してくださ

い。） 

特定自動車の使用の目的及び使用

の形態 

 

※ 受     付     欄 

 

備考 

 １ ※印の欄には記載しないこと。 

 ２ 初度登録年月日とは、特定自動車が道路運送車両法第４条の規定により初めて登

録を受けた日をいう。 

 (削除)



(新) 

（裏） 

特定自動車の運行区域及び運行経路 

              千葉県地図（例）                

 

注   

 １ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法第８条第１項に規定する粒子状物質対策地域の区域が明示さ

れた千葉県全体を表す地図を記載するものとする。 

 ２ 特定自動車の運行区域及び運行経路（出発地及び経由地を含む。）を地図上に具

体的に記載すること

千葉市

市川市
船橋市

館山市

木更津市

松戸市

野田市

茂原市

成田市

佐倉市

東金市

旭市

習志野市

柏市

勝浦市

市原市

八千代市

我孫子市

鴨川市

鎌ケ谷市

君津市

富津市

浦安市
四街道市

袖ケ浦市

八街市

白井市

富里市

南房総市

匝瑳市

香取市

山武市

いすみ市

酒々井町

栄町

神崎町

多古町

東庄町

大網白里市
九十九里町

芝山町

横芝光町

一宮町睦沢町

長生村

白子町長柄町

長南町

大多喜町

御宿町

鋸南町

印西市

流
山
市

銚子市



(旧) 

第一号様式（第五条第二項） 

 

（表） 

年  月  日   

   千葉県知事 様 

届出者             

郵便番号            

住  所            

氏  名        ○印    

電話番号            

(法人その他の団体にあっては、主たる事務所
の所在地、名称及び代表者の氏名 )   

 
粒子状物質対策地域外運行届                

 

千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例施行規

則第５条第２項の規定により、粒子状物質対策地域外運行届を次のとおり提出します。 

特定自動車の自動車登録番号  

特定自動車の使用の本拠の位置  

特定自動車の初度登録年月日  

特定自動車が初度登録年月日から

起算して12年を経過する日 

 

特定自動車の運行区域及び運行経

路 

（裏面に運行経路を具体的に記入してくださ

い。） 

特定自動車の使用の目的及び使用

の形態 

 

※ 受     付     欄 

 

備考 

 １ ※印の欄には記載しないこと。 

 ２ 初度登録年月日とは、特定自動車が道路運送車両法第四条の規定により初めて登

録を受けた日をいう。 

 ３ 個人が提出する場合は、申請者の氏名を自署することにより、押印を省略するこ

とができる。



(旧) 

（裏） 

特定自動車の運行区域及び運行経路 

千葉県地図（例） 

 

注 

 １ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法第８条第１項に規定する粒子状物質対策地域の区域が明示さ

れた千葉県全体を表す地図を記載するものとする。 

 ２ 特定自動車の運行区域及び運行経路（出発地及び経由地を含む。）を地図上に具

体的に記載すること。 


